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FX ZERO 株式会社 

ひまわりホールディングス株式会社 100％出資、短期売買向け FX 会社 

FX ZERO、口座開設申込フォームをリニューアル 

～大幅な見直しにより、入力漏れや入力ミスを防ぐ～ 

FX ZERO 株式会社（東京都港区、代表取締役社長 片山守、ひまわりホールディングス

株式会社[ジャスダック上場 証券コード 8738]の 100％子会社、以下「FX ZERO」）は、2009
年 5 月 12 日（火）に、口座開設申込フォームをリニューアルいたしました。 
 
【口座開設申込フォームリニューアルのポイント】 
お申込時の入力ミスを防ぎ、煩雑さを解消、お客様の負担を軽減いたします。 
 
▼入力漏れや入力ミスは

リアルタイムでお知らせ 
 
▼郵便番号を入力すると、

対応する都道府県・市区町村

を自動で反映 
 
▼お客様の入力内容によって次の入力項目が変化し、必要な項目だけを表示させること

により、入力項目の削減および入力漏れを防ぐ 
 
今後も FX ZERO ではお客様のニーズに合わせたコンテンツが提供できるよう見直しお

よび拡充を図ってまいります。ご不明な点、ご質問等がございましたら、弊社までお問合

せください。 
 

以上 
 
 

FX ZERO 株式会社 
東京都港区海岸 1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー7F 
TEL：03-5400-3532 
URL：http://www.fx-zero.co.jp 
関東財務局長（金商）第 1777 号（金融商品取引業） 
加入協会：社団法人金融先物取引業協会 
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【FX ZERO 取引の注意事項】http://www.fx-zero.co.jp/note.html 
 
※ 店頭外国為替証拠金取引である FX ZERO 取引において取引対象となる通貨は、金融・政

治・経済等の環境変化を主な原因として影響を受ける外国為替相場の状況により、その通

貨の価格が変動し、損失を被る危険性を伴っています。従って FX ZERO 取引は投資元本が

保証される取引ではなく、その損失は証拠金の額だけに限定されません。  

※ 預託する証拠金額に比べて大きい金額の取引が行える為、その取引や状況により預託金

額以上の損失が出る可能性があります。 

※ FX ZERO 取引の維持証拠金額は、通貨ペアの最小取引単位ごとに原則として、決済通貨

が日本円の通貨ペアについては 5,000 円、その他の通貨ペアは 10,000 円であり、取引量に

応じて累積されます。新規ポジションを建玉する場合は評価額の関係上、スプレッド相当

額を加える必要があります。（例：スプレッドが３銭の場合、最小取引単位あたり 300 円） 

維持証拠金の計算方法：最小取引単位あたり証拠金（決済通貨が日本円の通貨ペアについ

ては 5,000 円、その他の通貨ペアは 10,000 円）×取引単位数（但し、新規ポジションを建

玉する場合は（最小取引単位あたり証拠金+スプレッド相当額）×取引単位数）  

※ レバレッジとは投資金額に対して取引できる金額の倍率のことをいいます。レバレッジ

は外国為替レートの変動により倍率も変動します。（例：米ドル/日本円の 通貨ペアで、 

1 万米ドルのポジションを保有している場合（維持証拠金は 5,000 円）、仮に投資金額を

100,000 円として計算すると、1 米ドル＝100 円の時は 10 倍、1 米ドル＝110 円の時には 11

倍のレバレッジとなります。）  

※ 手数料相当額は無料です。 

※ 提示価格及び取引価格にはスプレッドといって売値と買値に差があります。 

※ 取引は原則として 24 時間行えますが、メンテナンス等に有する時間は除きます。 

※ FX ZERO 取引はインターネットを利用する取引である為、お客様のパソコン等のツール、

ネットワーク環境による不具合や、弊社システムに障害が発生した場合等の状況により、

お取引が行えない可能性があります。 

※ 建玉の保有期間と各通貨の金利差に応じて弊社が定める調整額（いわゆる、スワップ金

利）の受取又は支払が発生します。 

※ お取引の際は必ず取引約款、契約締結前交付書面等をご確認いただき、取引内容を十分

に理解した上でご自身の判断、責任によりご利用ください。ご不明な点、ご質問等がござ

いましたら、弊社までお問合せください。 

 


